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みんなで支え合い、居場所と出番のある 
福祉のまちづくり 

～ 支え合う一人ひとりが主人公 ～ 
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「地域福祉」とは 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域福祉をすすめよう！ 
 

地域福祉活動の主役は地域に生活している住民一人ひとりです。住み慣れた地域で支え合い、

助け合える地域社会を実現するために、地域住民や地域の団体、ボランティア、福祉サービス事

業者、行政が連携・協働していくことが大切です。 

 

 

第四次太宰府市地域福祉計画の策定 
 

近年、少子高齢化や単身世帯の増加、人間関係の希薄化などから、複雑で複合的な課題を抱え

る人が増加しています。本市では、今後さらに変化する社会へ対応できるような「第四次太宰府

市地域福祉計画」を策定しました。 

 

◇「地域福祉計画」とは◇「地域福祉計画」とは◇「地域福祉計画」とは◇「地域福祉計画」とは    

「地域福祉」（地域での支え合い、助け合いによる福祉）に関する取り組みを示したものです。

また、成年後見制度利用促進基本計画（※）を含めています。 

 

◇計画の期間◇計画の期間◇計画の期間◇計画の期間    

令和４年度から令和８年度までの５年間とします。 

 

※※※※成年後見制度利用促進基本計画成年後見制度利用促進基本計画成年後見制度利用促進基本計画成年後見制度利用促進基本計画についてについてについてについて    

成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な人に対し

て、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が本人の権利や財産等を守り生活を支援する制

度です。 

本市では、誰もが住み慣れた地域で地域の人々と支え合いながら、自分らしい生活を継続で

きることを目的として、円滑に成年後見制度が利用できるよう計画を策定しました。 

 

地域住民や社会福祉に携わる団体、機関等が互

いに協力し、助け合いながら、性別や年齢、障が

いの有無、経済的な格差などにかかわらず、誰も

が住み慣れた地域で安心して暮らせるような地域

社会を築いていく取り組みのことです。 
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本市を取り巻く現状と課題 
◇統計資料による現状 

人口の状況 

生産年齢人口が減少傾向にある一

方、高齢化率は年々増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

世帯の状況 

一般世帯数が増加する一方で、１世

帯あたり人員は減少傾向となっていま

す。 

 

 

◇アンケート調査からみえた状況 

市民アンケート調査      分野別課題調査・自治会アンケート調査 
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地域の支え合いを促進するため、困っている

人と支援できる人をつなぐ人材を育成すること

が重要。 

 
福祉サービスの情報を得る方法がわからない。 

 

住み慣れた地域で安心して暮らしていくため、

身近なところでの相談窓口の充実が大切。 
地域活動を活性化するには、日ごろからの見守り、

声かけ、気にかけ合う雰囲気が大切。 

生活保護や貸付制度、その他の困窮者支援

制度の対象に該当しないものの、生活に困難を

きたす制度の狭間にある人への支援が課題。 

資料：国勢調査（各年 10 月１日現在） 

資料：国勢調査（各年 10 月１日現在） 

高齢者の孤立化解消のために、趣味活動や

サロン活動など居場所づくりが大切。 
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基本理念 
 

「みんなで支え合い、居場所と出番のある福祉のまちづくり 
    ～ 支え合う一人ひとりが主人公 ～」 
全世代が居場所と出番のあるまちを目指し、市民一人ひとりが生きがいを持って活躍できる地

域社会を実現するため、行政や住民、自治会、ボランティア団体、事業者や社会福祉協議会など

の多様な主体による包括的な支援体制を構築し、地域の課題解決に向けた取り組みをすすめてい

きます。 

  

基本目標 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

みんなで寄り添う 

基本目標１ 

地域、事業所や社協、行政等、誰もが日ごろか

ら福祉や人権について理解を深めながら、さまざ

まな関係機関で連携した「相談支援」体制づくり

をすすめます。 

支援を届ける 

基本目標２ 

地域、事業所や社協、行政等が連携して地域に

必要な支援を考え、福祉サービスや生活環境を充

実させていくとともに、防災や権利擁護などの観

点から、いのちや権利を守るための環境づくりを

すすめます。 

日ごろからつながる 

基本目標３ 

地域、事業所や社協、行政等が連携してより多

くの人が社会とつながるための「参加支援」を行

うとともに、隣近所や地域でのつながりや活動の

場を活性化させる「地域づくりに向けた支援」を

すすめます。 
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地域福祉計画の取り組みの体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

①こまやかな情報提供 

②学ぶ機会の提供 

基本理念 基本目標 

(１)知る機会の充実 

①気軽で専門的な相談 

②包括的で連携した相談体制 

(２)相談体制の強化 

①福祉サービスの充実 

②生活環境の整備 

(１)福祉・生活環境の充実 

①権利を守るための支援 

②災害に関する支援 

(２)いのちや権利を守る支援 

①隣近所や地域のつながり促進 

②地域活動の場の拡充 

(１)地域のつながりの充実 
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①多様な居場所や活動の拡充 

②社会とつながるための支援 

(２)社会参加のきっかけづくり 

取り組み 

取り組みの柱 
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（１）知る機会の充実 
①こまやかな情報提供 

●効果的でわかりやすい情報発信を行います。 
●誰もが福祉サービスについて理解でき、必要としている人が適切にサービスを利用できるよう

に周知します。 
②学ぶ機会の提供 

●人権や福祉について学ぶ機会を継続的に設けます。 
●隣近所や地域でのちょっとした助け合いや支援を促進するための学習会や講座を実施します。 

 
 
 
 
 
 
（２）相談体制の強化 

①気軽で専門的な相談 
●行政や身近な地域、各種相談支援機関において、気軽に相談しやすい雰囲気づくりを推進しま

す。 
●各分野の専門職を活用し、きめ細かな相談支援を展開します。 

②包括的で連携した相談体制 
●さまざまな相談に包括的に対応できるよう、支援機関と連携しながら相談支援拠点の充実を図

ります。 
●地域、事業所や社協、行政が連携して、複合的な課題を支援につなぐための仕組みづくりをすす

めます。 
 
 
 

 

 

 

  

みんなで寄り添う 基本目標 １ 

みんなで協力して取り組むこと 
・福祉に関する情報を積極的に取得します。 
・人権や福祉をテーマとした講演会、学習会などを開催し、住民の理解促進につなげます。 

みんなで協力して取り組むこと 
・生活上での困りごとについて、支援の必要性が確認できた場合には、行政機関などの専門の 
相談窓口へつなぎます。 

・利用者やその家族がより気軽に相談できるよう、専門性の向上や相談機能の充実に努めます。 
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（１）福祉・生活環境の充実 
①福祉サービスの充実 

●支援を必要としている人が適切にサービスを利用できるよう、各種サービスの提供や包括的な
支援の充実に努めます。 

●社会福祉法人と行政が連携して、既存の制度では十分に対応できないサービス等の確保に努め
ます。 
②生活環境の整備 

●地域、事業所や社協、行政が連携して、買い物や移動支援などの生活に関する取り組みを行い
ます。 

●施設や街なかの当事者目線のバリアフリー化を行い、誰もが暮らしやすいまちづくりをすすめま
す。 

 
 
 
 
 
 
 
（２）いのちや権利を守る支援 

①権利を守るための支援 
●高齢者や子ども、障がいのある人等に対する虐待やＤＶの未然防止、早期発見など、いのちや権

利を守る支援の充実を図ります。 
●成年後見制度の周知や権利擁護のための取り組みを推進します。 

②災害に関する支援 
●災害時に支援を必要とする人たちが円滑に避難行動をとれるよう、連携して取り組みをすすめ

ます。 
●災害時に隣近所や地域で助け合えるよう、日ごろから見守り活動や防災活動に取り組みます。 

 
  

支援を届ける 基本目標 ２ 

みんなで協力して取り組むこと 
・利用者を最優先に考えたサービスを適切に提供し、その質を向上させます。 
・買い物や移動、ごみ出しなどに関して困っている人がいたら、できる範囲で声かけや情報提供
をします。 

みんなで協力して取り組むこと 
・虐待やＤＶの早期発見ときめ細かい対応のため、関係機関との連携を強化します。 
・防災や減災のための学習会や防災訓練を開催し、積極的に参加して、地域での防災意識を高め
ます。 
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（１）地域のつながりの充実 
①隣近所や地域のつながり促進 

●隣近所や地域の人たち同士でのかかわりを深め、日ごろからつながりのある地域づくりをすす
めます。 

●地域、事業所や社協、行政がそれぞれの役割のもと、地域の活動や団体への参加を促す取り組
みを行います。 
②地域活動の場の拡充 

●地域の実情に応じて、地域の交流の場や居場所づくりを推進します。 
●地域の担い手やリーダー役となる人材の育成の取り組みをすすめます。 

 
 
 
 
 
 
 
（２）社会参加のきっかけづくり 

①多様な居場所や活動の拡充 
●興味や関心のある活動やボランティアに参加する機会の充実を図ります。 
●関係機関と連携して、さまざまな立場の人が集まれる居場所の拡充を図ります。 

②社会とつながるための支援 
●就職氷河期世代など就労を希望する人に対して支援を行い、社会とつながるきっかけをつくり

ます。 
●ひきこもりの状態にある人や社会とのかかわりが希薄な人などの孤立を防ぐ取り組みを行いま

す。 
 
 

 

 

 

 

 

日ごろからつながる 

第四次太宰府市地域福祉計画（概要版） 

発行年月 令和４年３月 編集・発行 太宰府市 健康福祉部 福祉課 福祉政策係 

〒818-0198 福岡県太宰府市観世音寺一丁目 1番 1 号 

TEL：092-921-2121 FAX：092-925-0294 URL：https://www.city.dazaifu.lg.jp/ 

基本目標 ３ 

みんなで協力して取り組むこと 
・あいさつや声かけをする、地域の活動や行事に参加するなど、普段から近所づきあいや地域で
のコミュニケーションを大切にします。 

・福祉課題の解決に向けた話し合いの場や見守り活動の充実など、小地域福祉活動に関する支援
を行います。 

みんなで協力して取り組むこと 
・ボランティア活動やボランティア養成講座に積極的に参加します。 
・自治会や各種団体に対する情報提供や連絡調整、研修会の実施に努め、活動を支援します。 
・就労を希望する人に対し、県や関係課と連携しながら、自立につながる就労支援を実施します。 


